福山市雇用就農事業実施要綱

（目的）
第１条　この要綱は、新規就農を希望する者（以下、「新規就農希望者」という。）を雇用し、営農に必要な技術・経営に係るノウハウ等を習得させるための研修を実施する農業者（以下、「研修実施農業者」という。）に対し、市が予算の範囲内で支援することにより、地域農業の担い手となる新たな人材の確保・育成を推進するため、福山市雇用就農事業補助金の交付について、福山市補助金交付規則（昭和４１年規則第１７号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に定める用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
（１）研修実施農業者　次の全ての要件を備える者をいう。
　　ア　市内在住の者または、市内に事務所又は事業所を有する法人
　　イ　新規就農希望者との間で雇用契約を締結している、又はすることが確実である。
ウ　新規就農希望者に営農に必要な技術・経営に係るノウハウ等を習得させるための研修計画を作成している。
エ　就業規則若しくはこれに準ずるものを規定している。 
オ　原則として雇用保険及び労働者災害補償保険の労働保険に加入している。また、法人にあっては、厚生年金保険及び健康保険に加入させている。
カ　本事業と重複する期間を対象とした雇用に対する助成金、及び研修の実施に対する助成金の交付を現に受給しておらず、かつ過去に受けていない。
（２）新規就農希望者　次の全ての要件を備える者をいう。
　　ア　本事業の支援終了後、１年以内に独立して市内で新規就農する強い意欲を有している。
イ　独立・自営就農時の年齢が、原則60歳未満である。
ウ　研修実施農業者の親族（３親等以内）でない。 
エ　研修実施農業者との間で、過去に雇用関係がない。 
オ　国等の人材確保・育成支援のための事業の対象となっていない。
カ　過去に新規就農に係る研修を受けていない。 
キ　新規就農希望者が外国人の場合には、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永
住者の配偶者等」、「定住者」又は「特別永住者」の在留資格を有する者である。
（３）指導農業士　広島県より指導農業士として認定を受けている者

（補助対象者）
第３条　補助の対象となる者は、次のとおりとする。 
（１）ふくやまブランド農産物認定生産者団体等（以下「団体等」という。）から研修を実施する者として適当である旨の推薦を受けた者
（２）広島県指導農業士
（３）認定農業者

（交付対象事業）
第４条　交付の対象となる事業は、新規就農希望者を雇用し、自立した営農に必要な技術・経営に係るノウハウ等を習得させるための研修の実施とする。
２　前項の研修は、年間を通じて６カ月以上行うものとし、最長２年間とする。

（交付額）
第５条　交付する金額は、新規就農希望者に対し、実際に支払った賃金の２分の１に相当する額とし、新規就農希望者１人につき月額１０万円を上限とする。この場合において、補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

（研修計画の認定）
第６条　研修実施農業者は、あらかじめ第４条の研修を実施するための研修計画を作成し、市長の認定を受けなければならない。
２　市長は、前項の認定を行うに当たり、関係機関等に意見照会することができる。
３　第１項による認定を受けた研修計画（以下、「認定研修計画」という。）の内容に変更が生じた場合は、その都度、市長に変更の承認を申請する。

（交付申請）
第７条　補助金の交付を申請する者（以下、「申請者」という。）は、補助金交付申請書（様式第１号）を作成し、次に掲げる書類を添付して市長に申請するものとする。
（１）認定研修計画
（２）収支予算書（様式第２号）
（３）誓約書（様式第３号）
（４）第３条第１項の（１）に掲げる者にあっては、団体等の推薦書
（５）その他市長が必要と認めた書類

（交付決定）
第８条　市長は、前条による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、補助金交付決定通知書（様式第４号）又は補助金不交付決定通知書（様式第５号）により申請者に通知するものとする。
２　市長は、前項の決定に際して必要な条件を付することができる。

（変更等の承認）
第９条　補助金の交付の決定を受けた者（以下、「補助事業者」という。）は、事業の内容その他申請に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画変更承認申請書（様式第６号）に、次に掲げる書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
（１）変更認定研修計画
（２）その他市長が必要と認めた書類

（事業の中断・中止等）
第１０条　市長は、次に掲げる事項に該当すると判断された場合は、速やかに研修を中断・中止するものとする。
（１）補助事業者から研修を中止する旨の提出があった場合 
（２）認定研修計画等に則した研修が行われていないと市が判断した場合 
（３）新規就農希望者に研修の継続の意思がないと市が判断した場合 
（４）研修期間中に傷病その他の事由により研修の中断又は中止が必要となったと市が判断した場合 
（５）提出書類の内容に虚偽があると市が判断した場合 
（６）その他、研修の中断又は中止がやむを得ないと認められる事由が発生した場合 
２　市長は、前項によるもののほか、研修の中断又は中止が適当と判断した場合は、補助事業者に対し、研修の中断又は中止を決定した日及びその理由、中断又は中止した後の措置について記載した研修中断・中止決定書（様式第７号）により通知する。

（研修実施状況の報告等）
第１１条　補助事業者は、別に定めるところにより、市長に事業の実施状況を報告するものとする。
２　前項の報告は、次の書類を添付して行うものとする。
（１）研修実施状況
（２）雇用実態（雇用契約書、賃金台帳、出勤簿、雇用保険及び労働者災害補償保険の加入を証する書類）
（３）その他必要な事項

（補助金の額の確定）
第１２条　市長は、前条の事業報告書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。

（補助金の交付）
第１３条　市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を支払うものとする。
２　補助事業者は、前項の規定による補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。 

（補助金の返還等）
第１４条　市長は、次の場合には、補助金の一部若しくは全部を返還させ、又は補助金の一部若しくは全部を交付しないものとする。 
ア　認定研修計画に則した研修が行われていないと市が判断した場合
イ　研修の効果がないと市が判断した場合 
ウ　補助事業者の都合により研修を中止した場合（天災その他やむを得ない事情による場合又は新規就農希望者の責めに帰すべき理由による場合を除く。） 
エ　新規就農希望者が、研修終了後１年以内に農業経営を開始しない場合（天災その他やむを得ない事情による場合を除く。） 
オ　本要綱の定めに違反した場合
カ　虚偽の申請等を行った場合
キ　補助金の交付時に市税等の滞納が確認された場合

（立ち入り調査）
第１５条　市長は、本事業の実施状況と効果を確認するため、研修実施農業者及び新規就　農希望者に対し、必要な事項の報告を求め、現地への立ち入り調査を行うことができる。

（その他）
第１６条　規則及びこの要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項につ　いては、市長が別に定める。

　　附　則
１　この要綱は、２０２６年（令和８年）４月１日から施行する。


